
視覚障害者の雇用と生活支援における要望書 

要望  

災害対応の強化 

視覚障害者の個別避難計画の作成を

急ぐこと。 

 

個別避難計画は、令和６年度より避

難行動要支援者名簿に掲載されてい

る方のうち、土砂災害（特別）警戒区

域や浸水深（３ｍ以上）など災害危険

区域を優先的に作成しているが、それ

以外の区域の方の計画についても今

後計画的に作成を進めることとして

いる。 

【障害福祉課】 

災害時の障害者専用窓口の設置と周

知を行うこと。 

 

災害時には適宜、障害のある方が相

談できる窓口を設置して必要な情報

を提供することとしており、障害のあ

る方の安心につながるようその内容

や周知方法について検討していきた

い。【障害福祉課】 

視覚障害者支援団体と災害時連携協

定を市として結ぶこと。 

 

発災時に障害のある方に必要とな

る支援やその支援の主体については、

地域における防災施策等の見直し内

容を踏まえて今後検討していくこと

としている【障害福祉課】 

災害時の障害者支援を円滑に行うた

め各種支援団体に障害者の情報を公

開できるようにすること。 

 

障害のある方の情報については、個

人情報の慎重に取り扱う必要がある

ことから、条例に基づき避難行動要支

援者名簿として支援者に公開するこ

ととしている【障害福祉課】 

障害者に有効な災害用アプリケーシ

ョンを選定し、健常者を含め広く周知

し、普段からの活用を進めること。 

 

 

 

 

 

災害用アプリケーションの選定に

あたっては、障害のある方もない方も

活用可能であることが必要だと考え

ており、関係機関に対して働きかけて

いきたい。【障害福祉課】 



医療・福祉の連携 

眼科医から視覚障害者に対して障害

者手帳の申請の案内を徹底すること。 

 

石川県眼科医会との関係性を構築

し、眼科医から障害者手帳を含めた各

種サービスの情報発信をしていくこ

とが効果的であると考えており、関係

団体等に対して働きかけていきたい。 

【障害福祉課】 

スマートサイト「ビジョンケアネット

石川」の周知と活用促進を図ること。 

 

 まずは金沢市視覚障害者協会と協

力し、ビジョンケアネット石川との連

携体制を構築することが必要である

と考えている。 

 ビジョンネット石川の周知や活用

促進に向け、何ができるか検討してい

きたい。 

【障害福祉課】 

地域生活支援および生活訓練・歩行訓

練の充実を図ること。特に、「中途視

覚障害者緊急生活訓練事業」の早急な

実施を求める。 

生活訓練・歩行訓練の充実や中途視

覚障害者緊急生活訓練事業の実施に

おいては、事業の受け皿となる金沢市

視覚障害者協会の協力は不可欠であ

り、訓練士など人材の確保などの課題

がある。 

 課題を整理するとともに、他都市の

状況を鑑みながら研究していきたい。 

【障害福祉課】 

生活・情報支援の強化 

移動支援・同行援護事業の拡充を図る

こと。 

 

同行援護については国の制度であ

るため、国の制度改正等の動向を注視

しながら、適切に対応していく。 

 市町村事業である移動支援につい

ては、事業者の報酬単価や確保などの

課題とも連動していることから、制度

の拡充については、金沢市障害者自立

支援協議会などを活用し研究してい

きたい。【障害福祉課】 

移動支援・同行援護のサービス利用時

間を拡大すること。 

同行援護について、視覚障害のある

方の状態や支援を行う方の状況等に

応じて、最大支給量(30時間／月)を超

える支給決定が可能な運用とした。



【障害福祉課】 

本市において代筆・代読支援事業を実

施すること。 

 

本市は、平成３０年度からガイドヘ

ルパーを対象とした代読・代筆者の養

成に取り組んでおり、現在は同行援護

等の障害福祉サービスに合わせ、代

読・代筆サービスの提供をしていただ

くこととしている。一方で、視覚に障

害のある人の一層のコミュニケーシ

ョン支援は必要であることから、既存

制度の周知、活用を図るほか、意思疎

通支援事業としての代筆・代読支援の

本市における必要性についても、今年

度から制度を開始した石川県での事

業実施状況等を参考として検討して

いきたい。【障害福祉課】 

金沢市の LINE ポッドに障害者支援を

開設すること。 

 

令和４年５月に施行された障害者

情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法を受け、「情報提供

推進等専門委員会」を設置し、新たな

情報通信機器・情報サービスや IＣＴ

をはじめとする先進技術を活用した

支援策等について協議を行った。それ

を受け、デジタルデバイドを生まない

施策として、令和５年度から、障害種

別毎のスマートフォン研修の実施や

スマートフォン等の相談窓口を設置

している。 

 ＳＮＳを活用した相談支援サービ

スなどの開設は、障害のある人への情

報発信の観点からも有効な手段であ

ると考えており、情報通信機器やＩＣ

Ｔに精通した障害のある人から構成

する検討会を開催し、ＩＴ技術の利用

促進について協議していきたい。 

【障害福祉課】 



情報アクセシビリティの改善や視覚

障害におけるデジタルデバイドを生

まない施策に、継続的に取り組むこ

と。 

 

上と同じ 

【障害福祉課】 

視覚障害者への情報提供について十

分な配慮を行うこと。 

 

視覚障害者への情報提供について

は、これまでも点字や拡大文字、音声

での提供など配慮してきた。今後も必

要な情報提供については、可能な限り

適切な情報媒体での提供に心がけて

いきたい。【障害福祉課】 

視覚障害者の IT 機器購入対する支援

制度をつくること。 

IT 機器の購入支援としては日常生

活用具給付事業の中でマウスやキー

ボードなど IT 機器周辺の用具を対象

に給付している。 

 IT機器本体の購入支援については、

中核市の動向などを注視しながら検

討してまいりたい【障害福祉課】 

職業訓練、就労支援の充実 

視覚に障害があっても受けられる職

業訓練の体制を確立すること。 

 

視覚に障害がある人の一般就労に

ついては、パソコン技術の習得やジョ

ブコーチなどのサポート体制の確保、

企業の理解など課題が多い。 

職業訓練の体制づくりについては、障

害者就業・生活支援センターの職業準

備訓練へ紹介することなども含めて

国、県及び市視覚障害者協会などと連

携し、継続した研究が必要であると考

えている。【障害福祉課】 

視覚障害者が金沢市職員として働け

る環境づくりを行い、視覚障害者の就

労の口ールモデルを作ること。 

 

金沢市職員になるには、障害のある

方についても、障害の種別にかかわら

ず職員採用試験を受験する必要があ

る。 

 視覚障害者の方の採用については、

点字試験の実施や採用後の職務内容

など課題があると考えており、引き続

き他都市の動向等を含め、研究してい



きたい。【人事課】 

「重度障害者等に対する通勤や職場

等における支援」を早期に実施するこ

と。 

 

重度障害者等に対する通勤や職場

等における支援については、障害者雇

用を促進する観点から、必要なことで

あると認識している。 

 一方では、雇用施策等と福祉施策を

組み合わせて一体的に支援するもの

であることから、受け入れ側である事

業者の状況やサービスを提供する事

業者の確保などの課題等を鑑みなが

ら検討していきたい。【障害福祉課】 

ヘルスキーパーの採用企業を増やす

ための周知活動を行うこと。 

平成 29 年度に、視覚に障害のある

方をヘルスキーパーとして雇用して

いる事業所を「金沢市はたらく人にや

さしい事業所」として表彰した。当該

取組については、「金沢市はたらくサ

イト」や企業の担当者を対象に開催す

る「働き方改革セミナー」において、

優良事例として紹介するなどしてい

る。引き続き、障害のある方の就労に

関する情報について、効果的な発信に

努めていきたい。【商工労働課】 

 


